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支援者をいかに支えるか
～大学の立場から～
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（内容）
１．地域づくりに向けた国の施策の方向性とは

－地域包括ケアから地域共生社会へ－
２．地域包括ケア／地域づくりに向けた当大学の取組

３．ネットワーク会議を通じた「子どもの食支援活動」への支援について



１．地域づくりに向けた国の施策の方向性とは
－地域包括ケアから地域共生社会へ－
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3出所）「地域包括ケアシステムの構築に向けて」、第46回介護保険部会資料3（2013/8/28）に加筆

地域包括ケアシステムとは

退院支援の強化

医療・介護の連携強化

生活支援の提供主体
の整備とマッチング

24Hの介護体
制構築

在宅医療体制
の強化

マネジメント
の機能強化

地域包括ケアシステムの概念図



4出所）厚生労働省HPより引用（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00506.html）

地域包括ケアから地域共生社会へ
ー多様な主体（専門職・支援者・住民・企業等）を巻き込んだ地域課題の解決に向けてー

地域づくりの視点からみた地域包括ケアシステムの位置づけ



２. 地域包括ケア／地域づくりに向けた当大学の取組
ー人材育成／機能を発揮しやすい環境整備を目指してー
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大学が目指す地域・社会貢献の姿とは
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目指す姿

１．対象について
• 国の重点テーマである地域包括ケアに関わる人材を当面の対象とする。

具体的対象としては，以下を想定する。
①市町村職員（保健師等を含む）
②コーディネーター（在宅医療／生活支援等）
③医療・介護職を想定する。

２．人材育成の目標とポイントについて
• 人材育成の目標は，地域包括ケアに関する「業務遂行力の向上」。

キーは，「ケース／事業／地域に対するマネジメント力の強化」。
• この実現に向け，以下の2点に主眼を置く（本人と環境へのアプローチ）

①本人の業務遂行力を高めること
②業務が遂行しやすい環境を整備すること（＝ネットワーク構築支援）

具体的イメージ

地域包括ケアに関わる人材の育成を通じて，地域・社会に貢献すること
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【2019実績】 10/17開催
テーマ ｢介護人材の確保・育成に向け
た諸課題と対応策｣

講演者
伊原和人：厚生労働省政策統括官
金子直史：埼玉県高齢者福祉課長
山田尋志：地域密着型総合ケアセンター

きたおおじ代表 社会福祉
法人リガーレ暮らしの架け橋
理事長

田口孝行：埼玉県立大学教授
羽田野政治：認知症高齢者研究所

代表理事

【目的】国の施策の動向や方向性，
基本的考え方などを学ぶ

研究開発センター
シンポジウム（2016～）

地域包括ケア推進セミナー
（2018～）

【目的】地域包括ケアに関わる関係者
の実践力を高める

【目的】地域資源の開発を通じて実践
者への支援体制を強化する

第1回（2018/7/27開催）
「在宅医療・介護連携の展開プロセスを
学ぼう！｣

第2回（11/24開催）
｢ファシリテーション力を高める｣

第3回（2019/2/21開催）
｢自立支援のための方法論を学ぶ｣

第4回（6/20開催）
｢地域課題の把握方法を学ぶ｣

第5回（10/2開催）
｢コミュニケーション力を高めよう｣

第1回（2018/9/4開催）
今後の進め方に関する打合せ会議
第2回（11/30開催）
｢住民の困りごと/支援ニーズを知ろう｣
第3回（2019/2/15開催）
｢企業・組織の活動内容を知ろう①｣
第4回（5/31開催）
｢企業・組織の活動内容を知ろう②｣

第5回（7/30開催）
｢地域課題を解決するためのプロジェクトを
みんなで考えよう｣

第6回（2019/12/9開催）
「通いの場・集いの場のための空きスペース･
空き家の活用法｣

第7回（2020/2/18開催）
「団地の取組と課題｣

地域包括ケアを推進するための
ネットワーク会議（2018～）

地域包括ケアに関わる人材育成のための手法
ー集合型研修（Off-JT）と現場での直接支援（OJT)を通じた人材育成ー

③支援体制の整備

介護保険事業計画策定支援（北本市：計画策定業務を受託。川越市：委員としてデータ分析等を支援）
地域包括ケア関連業務支援（志木市／北本市：協定を締結し，事業展開ほかの支援を実施）
健康寿命の延伸に対する業務支援（加須市：協定を締結） など

②現場での直接支援



３．ネットワーク会議を通じた
「子どもの食支援活動」への支援について
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1. 課題解決をしたい人（＝ニーズ側）、地域に何等かの貢献をしたいと思っている人（＝解決手段を有する側）
が交流できる「場」を用意すること（⇒場の提供）

2. 現場レベルで困っていること（地域ニーズ）を解決手段を有する側が知ること。逆に、どんな解決手段を有している
かを、ニーズ側が知ること（⇒相互理解の促進）

3. 課題解決に必要な知識やノウハウ、ネットワーク力を高めること（⇒解決力の向上）
4. 課題に関心を持つ関係者間でニーズや現状を共有し、解決手段を考えていくこと。また、具体的に展開していくこ
と（⇒プロジェクトの立上げと推進。地域単位での展開）

地域課題が多様化、複合化するなか、「多様な主体を交えながら、地域レベルで課題解決を図っていく力 （＝
地域課題解決力）」の強化が現在求められている。
本会議は、地域課題解決に関するニーズを有する人、解決手段を持っている人の交流を促進することを通じて、①

地域課題解決力を高める（知識向上、ノウハウ獲得など）とともに、②具体的な課題解決に向けた行動・活動
（＝プロジェクト）につなげ、その結果として、地域の課題解決に貢献すること（＝地域貢献）を目指す。

ゴール達成に向けて必要な4要素

本会議が目指すこと（ゴール）

「地域包括ケアを推進するためのネットワーク会議」が目指す姿と
ゴール達成に向けて必要なこと

Step1

場の提供

Step2

相互理解の促進

Step3

解決力の向上

（知識ベース）

Step4

具体的展開

図１．ゴール達成に向けた手順のイメージ
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コロナ禍における会議の運営方法について
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１．背景：コロナの影響で、多くの参加者を集めた研修会の開催は当面難しい。
２．方法：オンラインの会議に当面変更する（Zoomの活用）
３．メンバー：ネットワーク会議のコアメンバー＋αで小さくスタートし、テーマに応じてメンバーを変えていく。
４．頻度：毎週１回（定期開催）とする。参加も不参加も自由。
５．司会進行：川越が担当する。
６．内容：①現状報告、②プロジェクトのテーマ、③今後の進め方についてなど（随時変更）

第7回研修会（従来型）

オンライン会議の実施



食支援に関する

現状・課題の整理と対策の検討

11



埼玉県立大主催の地域包括ネットワーク会議

コア会議（埼玉県全域対象）
第２・第４金曜日の18時30分～19時30分

※ZOOMオンライン

地区会議（川口市対象）
第１・第３木曜日の18時30分～19時30分

※ZOOMオンライン

参加者：フードバンク埼玉、地域包括支援センター、生協、社協、医療機関、宗教
施設（寺社）、薬局、保育関係者、企業、学校関係者、民生委員・児童委員、難民
支援団体 など

埼玉県立大主催の定例会議（ネットワーク）



品質には問題がないにも関わらず廃棄されてしまう
食品・食材を、企業や個人から引き取り、必要とし
ている施設・団体等や生活困窮者へ無償提供する
活動を行っている。
食品ロスを削減し、企業や個人の社会貢献を推進
することで、食品確保が困難な方々の役に立つとい
う新しい食のリサイクル形態。
食料を単に提供するだけでなく、食料支援を通じて
人と人とをつなぐのが、フードバンク埼玉の活動です。
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＜正会員（2017年4月現在）＞
埼玉県労働者福祉協議会
埼玉県生活協同組合連合会
埼玉県農業協同組合中央会
生活協同組合コープみらい
生活クラブ生活協同組合 埼玉
生活協同組合パルシステム埼玉
日本労働者協同組合連合会
特定非営利活動法人ＮＰＯ埼玉ネット
医療生協さいたま生活協同組合
埼玉県労働組合連合会
日本労働組合総連合会埼玉県連合会

フードバンク埼玉⇒支援団体への食材物流の現状と課題
フードバンク埼玉とは（※HPを一部改変）

物流の概念図 流通上の課題と対策
1. フードパントリーは一度に大量の物資が
必要なため、食材の安定調達が課題に。
その結果、継続開催も難しくなる。

2. 県内に保管拠点が3か所しかなく、FB埼
玉⇒保管拠点間の物流が課題に。

3. 保管拠点が少ない為、地元住民等から
提供頂いた物資を受け取れない。

●対策1：食材提供先の確保・拡大
●対策2：地域保管拠点の整備
●対策3：支援団体の活動支援と拡大・子ども食堂など

（浦和）
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<対策１>食材提供先の確保・拡大
（埼玉トヨペットホールディングスとフードバンク埼玉の連携（2020年10月））

食料受領から配布まで

埼玉トヨペットホールディングス（埼玉県さいたま市中央区）は20日、災害備蓄食品をフードバンク埼玉
（同浦和区）に提供した。同団体を通じて、ひとり親家庭などを支援するフードパントリーや子ども食堂な
どに提供され、活用される。企業などが備蓄する賞味期限の迫った食品を廃棄せず、簡単な登録手続きで受
領側に提供できる、県が8月から始めたスキームを活用。マッチング第1号となる。

同社では、従業員約1800人の6日分の食品を備蓄・保管。4年ごとに更新をし、前回の2016年は従業員や顧客
に配布したほか、NGO団体を通じてラオスに寄付した。今回は海外への寄付分をフードバンク埼玉へ提供。湯
や水を加えるだけで食べられるアルファ米（100グラム）1200袋や缶入りパン480缶、おでん缶504缶などの食
品約480人分のほか、簡易トイレ2千個を贈呈した。

埼玉トヨペット関連事業部の関口裕一部長は「食品提供を通じて地域貢献できることは意義がある。コロナ
禍で必要としている人のもとにも届けてほしい」と述べた。フードバンク埼玉の永田信雄理事は「フードパ
ントリーの団体はコロナ禍で昨年の倍に増加。食品を必要としている人がたくさんいる。提供いただいた食
品は種類豊富で、送り先の食生活はきっと豊かになるはず」と謝辞を述べた【埼玉新聞 2020.10.21】
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<対策３ >支援団体の活動支援と拡大
（生活に困っている多様な方への食材・物資の提供へ）

対象 支援方法 課題

子どもと
その家族

子ども食堂
フードパントリー

食材の供給元の確保
保管拠点の整備
保管拠点と支援拠点間
の配送

高齢者

高齢者が通う場所の活用
（薬局・シルバー人材センターなど）
福祉拠点の活用
（総合福祉センター・社協など）

場所の確保
保管拠点の整備
保管拠点と支援拠点間
の配送

外国人
外国人が集まる拠点の活用（ベト
ナム寺院(大恩寺など)）
難民支援センター等との連携

拠点との連携
FB埼玉⇒拠点間の配送


